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（目的） 
第１条 この規程は、独立行政法人製品評価技術基盤機構の研究業務に従事する職員につ

いて任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事

項を定めることを目的とする。 
 
（任期を定めた採用） 
第２条 理事長は、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律

（平成９年６月４日法律第６５号。以下「任期付研究員法」という。）第３条の規定に

より、選考をもって、任期を定めて職員を採用することができる。  
２ 選考に関する必要な手続等の取扱いについては、別に定める。  
 
（任期） 
第３条 任期は、任期付研究員法第４条の規定のとおりとする。 
 
（任期の更新） 
第４条 任期の更新は、任期付研究員法第５条の規定のとおりとする。 
 
（給与） 
第５条 任期付研究員法第３条第１項第一号の規定により任期を定めて採用された職員 

（以下「第一号任期付研究員」という。）には、別表第１の俸給表を適用する。 
２ 任期付研究員法第３条第１項第二号の規定により任期を定めて採用された職員（以下

「第二号任期付研究員」という。）には、別表第２の俸給表を適用する。 
３ 理事長は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号俸を、その者が従事する

研究業務に応じて次の各号の基準に従い決定するものとし、その者の俸給月額は、その

者の受ける号俸に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する規程（人事－法Ａ－勤

務時間）第３条第１項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に

規定する勤務時間で除して得た数（以下「算出率」という。）を乗じて得た額とする。 
 一 第一号任期付研究員の俸給表の号俸は、その者の知識経験等の度、その者が従事す

る研究業務の困難及び重要の度等に応じて、次のイからヘに定める号俸に決定するも

のとする。 
  イ 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優

れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して

行う研究員の職務に従事する場合      １号俸 
  ロ 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優

れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立

して行う研究員の職務に従事する場合   ２号俸 
  ハ 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特

に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を

独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲

にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合  ３号俸 
  ニ 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特

に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で

重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究

について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 
       ４号俸 
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  ホ 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において

特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究

で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研

究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合  
       ５号俸 
  ヘ 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において

極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研

究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特

に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 

       ６号俸     
 二 第二号任期付研究員の俸給表の号俸は、次のイからハに掲げる場合の区分に応じ、

イからハに定める号俸に決定するものとする。 
  イ 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経

験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 
       １号俸 
  ロ 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって

運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等におい

て研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり

研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該

知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 
       ２号俸 
  ハ 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度

の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行

う研究員の職務に従事する場合   ３号俸 
４ 理事長は、第一号任期付研究員について、特別の事情により第１項の俸給表に掲げる

号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、その俸給月額を同表に掲げ

る６号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる５号俸の俸給月額との差額に一からの各

整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額に算出率を乗じて得

た額とすることができるものとし、別表第３の俸給表として定める。 
 
（職員給与規程の適用除外等） 
第６条 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、職員給与規程（人事－法Ａ－

職員給与）第２条に定める諸手当のうち、職責手当、扶養手当、住居手当及び業績手当

は支給しないものとする。 
２ 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対する諸手当支給規程第１６条第２項

中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の１７５」とする。 
 
（任期付研究員業績手当） 
第７条 理事長は、第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、第５条第３項又

は第４項の規定により任期付研究員の俸給月額が決定された際に期待された研究成果、

研究活動等に照らして特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、その俸給月

額に相当する額の範囲内で任期付研究員業績手当として支給することができる。 
２ 第５条第３項の規定による号俸の決定、同条第４項の規定による俸給月額の決定及び

前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、人件費見積りの範囲内で行わなけれ

ばならないものとする。 
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３ 任期付研究員業績手当は、１２月１日（以下｢基準日｣という。）に在職する任期付研

究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間（任期付研究員

業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る

基準日の翌日から直近の基準日までの間）にその者の任期付研究員としての研究業務に

関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属す

る月の職員給与規程第７条第１項に定める業績手当の支給定日に支給することができ

るものとする。 
 
（諸手当の支払） 
第８条 第５条第３項又は第４項の規定により決定された俸給及び第６条の規定により支

給されない手当以外の諸手当の支払については、職員給与規程の定めを準用する。 
 
（勤務時間、休暇等） 
第９条 任期付研究員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する

規程（人事－法Ａ－勤務時間等）の定めるところによる。 
 
（本規程の管理部署） 
第１０条 本規程を管理する担当部署は、経営企画部人事企画課とする。 
 
 
 
  附 則（平成 13･04･01 評基第０１３号） 
 （施行期日等） 
 第１条 この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 
 第２条 この規程に定めるほか、この規程の運用に関し必要な事項は一般職の任期付研

究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成９年法律第６５号）による。 
 
  附 則（平成 14･11･29 評基第０１７号） 
 （施行期日） 
 第１条 この規程は、平成１４年１２月１日から施行する。 
 
  附 則（平成 15･04･01 評基第０１０号） 
 （施行期日等） 
 第１条 この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 
 第２条 この規程に定めるほか、この規程の運用に関し必要な事項は、任期付研究員法

及び人事院規則２０－０（任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例）並びにそ

の運用通知による。 
 
  附 則（平成 15･12･01 評基第０１３号） 
 （施行期日） 
 第１条 この規程は、平成１５年１２月１日から施行する。 
   
  附 則（平成 17･12･01 評基第０１８号） 
 （施行期日） 
 第１条 この規程は、平成１７年１２月１日から施行する。 
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  附 則（平成 18･03･31 評基第０５３号） 
 （施行期日） 
 第１条 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
 第２条 この規程の施行日の前日から引き続き適用を受ける職員においては、改正前の  

俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給するものとする。 
 
  附 則（平成 19･07･31 評基第 006 号） 
 （施行期日） 
 第１条 この規程は、平成１９年８月１日から施行する。 
 
  附 則（平成 19･12･03 評基第 015 号） 
 （施行期日） 
  この規程は、平成１９年１２月３日から施行する。ただし、第５条第２項に規定する

別表第２の適用は、平成１９年４月１日からとする。 
 
  附 則（平成 21･12･01 評基第 011 号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、平成２１年１２月１日から施行する。 

 （平成２１年１２月に支給する任期付研究員業績手当に関する特例措置） 
第２条 第一号任期付研究員（１号俸の者を除く。以下同じ。）の平成２１年１２月に

支給する任期付研究員業績手当の額は、当該額から、平成２１年４月１日において第

一号任期付研究員が受けるべき俸給及び地域手当の月額の合計額に 100 分の 0.24 を乗

じた額に、同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

を減じた額とする。 
 
  附 則（平成 22･12･01 評基第 001 号） 
 （施行期日） 
 第１条 この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。 
 （平成２２年１２月に支給する任期付研究員業績手当に関する特例措置） 
 第２条 第一号任期付研究員の平成２２年１２月に支給する任期付研究員業績手当の額

は、当該額から平成２２年４月１日において第一号任期付研究員が受けるべき俸給及

び地域手当の月額の合計額に 100 分の 0.28 を乗じた額に、同月からこの改定の実施の

日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額を減じた額とする。 
 
  附 則（平成 24･03･13 評基第 020 号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、平成２４年３月１日から施行する。 
 
附 則（平成 26･12･02 評基第 016 号） 

 （施行期日） 
  第１条 この規程は、平成２６年１２月２日から施行する。ただし、第５条に規定する  

別表の適用は、平成２６年４月１日からとする。 
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  附 則（平成 27･03･31 評基第 009 号） 
 （施行期日） 
 第１条 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
 第２条 平成２７年３月３１日から引き続き別表第１、別表第２又は別表第３に掲げる  

俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が平成２７年３月３１日にお  

いて受けた俸給月額に達しないこととなるものには、平成３０年３月３１日までの間、  

俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。 
 
 附 則（平成 28･02･09 評基第 025 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２８年２月９日から施行する。ただし、第５条第１項に規定す 

る別表第１、第５条第２項に規定する別表第２及び第５条第４項に規定する別表第３の 

適用は、平成２７年４月１日からとする。 
 
 附 則（平成 28･11･29 評基第 013 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２８年１１月２９日から施行する。ただし、第５条第１項に規 

定する別表第１及び第５条第２項に規定する別表第２の適用は、平成２８年４月１日か 

らとする。 
   
 附 則（平成 29･12･15 評基第 006 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２９年１２月１５日から施行する。ただし、第５条第１項に規

定する別表第１及び第５条第２項に規定する別表第２の適用は、平成２９年４月１日か

らとする。 
 
附 則（平成 30･12･12 評基第 010 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行する。ただし、第５条第１項に規定する別表第１

及び第５条第２項に規定する別表第２の適用は、平成３０年４月１日からとする。 
 
附 則（20191213 評基第 007 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行する。ただし、第５条第１項に規定する別表第１

及び第５条第２項に規定する別表第２の適用は、平成３１年４月１日からとする。 
 
附 則（20221207 評基第 021 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行する。ただし、第５条第１項に規定する別表第１

及び第５条第２項に規定する別表第２の適用は、令和４年４月１日からとする。 
（令和４年１２月に支給する期末手当率の調整） 
第２条 令和４年１２月に支給する期末手当率に関する第６条第２項の規定の適用につい

ては、「１００分の１６５」とあるのは「１００分の１６７．５」とする。 
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附 則（20231129 評基第 010 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行する。ただし、第５条第１項に規定する別表第１

及び第５条第２項に規定する別表第２の適用は、令和５年４月１日からとする。 
（令和５年１２月に支給する期末手当率の調整） 
第２条 令和５年１２月に支給する期末手当率に関する第６条第２項の規定の適用につい

ては、「１００分の１７０」とあるのは「１００分の１７５」とする。 
 
附 則（20250210 評基第 007 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
第２条 令和６年４月１日に遡及して俸給表及び期末手当が改定されることに伴い、この

規定の運用に関し必要な事項については、給与法を適用される国家公務員の例によるもの

とする。 
 
附 則（20260119 評基第 006 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
 
附 則（20260330 評基第 027 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１  （第５条第１項関係 第一号任期付研究員） 
 
号俸 

 
     俸給月額 

 

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
 

 
 ４２８，０００円 
  ４９１，０００円 
  ５５６，０００円 
  ６４２，０００円 
  ７４６，０００円 
  ８５１，０００円 
 

 
別表第２  （第５条第２項関係 第二号任期付研究員） 

 
号俸 

 
     俸給月額 

 
１ 
２ 
３ 

 

 
  ３５８，０００円 
  ３９５，０００円 
  ４２４，０００円 
 

 
別表第３  （第５条第４項関係 第一号任期付研究員） 

 
号俸 

 
     俸給月額 

 
特１ 
特２ 
特３ 
 

 
    ９５６，０００円 
  １，０６１，０００円 
  １，１６６，０００円 
 

 


